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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第62期

第３四半期
累計期間

第63期
第３四半期
累計期間

第62期

会計期間
自 2020年４月１日
至 2020年12月31日

自 2021年４月１日
至 2021年12月31日

自 2020年４月１日
至 2021年３月31日

売上高 (千円) 2,471,329 2,738,328 3,259,774

経常利益又は経常損失（△） (千円) △79,903 128,336 △109,478

四半期純利益又は四半期（当期）純
損失（△）

(千円) △91,518 67,783 △117,267

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) ― ― ―

資本金 (千円) 636,606 636,606 636,606

発行済株式総数 (株) 447,856 447,856 447,856

純資産額 (千円) 3,167,231 3,198,356 3,147,610

総資産額 (千円) 6,744,646 6,746,309 6,667,845

１株当たり四半期純利益又は１株当
たり四半期(当期)純損失（△）

(円) △217.84 161.35 △279.13

潜在株式調整後１株当たり四半期
（当期）純利益

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 40 30 40

自己資本比率 (％) 47.0 47.4 47.2
 

　

回次
第62期

第３四半期
会計期間

第63期
第３四半期
会計期間

会計期間
自 2020年10月１日
至 2020年12月31日

自 2021年10月１日
至 2021年12月31日

１株当たり四半期純利益 (円) 67.84 53.48
 

(注) １　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日）等を第１四半期会計期間の期首から

適用しております。なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、第62期第３四半

期累計期間及び第62期について新たな表示方法により組替えを行っておりません。

２　持分法を適用した場合の投資利益については、持分法を適用する関連会社がないため記載しておりません。

３　第63期第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。第62第３四半期累計期間及び第62期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純

利益については、１株当たり四半期（当期）純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリス

ク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により依然として経済活動や

個人消費に制限を受けております。９月末に緊急事態宣言が解除されたことにより若干持ち直しの動きも見られま

したが、12月に新たにオミクロン株による感染拡大がみられるなど不透明な状況は続いております。

宝飾業界においても概ね同様の状況であります。いくらか持ち直しの傾向は見られるもののジュエリーに対する

消費意欲は力強さに欠けております。

このような状況にあって、当社は感染防止措置を取りながら催事販売を中心に営業活動を展開して参りました。

集客は新型コロナウイルス感染拡大前の状況には程遠いものがありましたが、来場していただいたお客様の購買意

欲は思いのほか強いものがあり、売上は増加傾向にあります。利益面におきましても経費削減効果が大きく、営業

利益・経常利益ともに前期同期を大きく上回ることができました。また営業時間短縮にともなう休業手当やＴＯＢ

を実施したことに伴う公開買付関連費用の特別損失も発生しましたが、雇用調整助成金の効果もあって、四半期純

利益も大きく前年同期を上回ることができました。

その結果、当第３四半期累計期間の売上高2,738百万円（前年同期比― ）、営業利益142百万円（前年同期は44

百万円の営業損失）、経常利益128百万円（前年同期は79百万円の経常損失）、四半期純利益67百万円（前年同期

は91百万円の四半期純損失）となりました。

なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日）等を第１四半期会計期間の期首か

ら適用しており、代理人取引と判断される一部の取引について、その売上高の計上額を取引総額から純額へ変更し

ております。この結果、当第３四半期累計期間の売上高は229百万円減少しております。また、前第３四半期累計

期間について新たな表示方法により組替えを行っていないため、前年同期比（％）を記載しておりません。

 
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

 
① 宝飾事業

宝飾事業につきましては、新型コロナウイルス感染症に大きな影響を受け、休業を余儀なくされた前年同期と

比べ、当第３四半期累計期間は９月末に緊急事態宣言が解除されたこともあり、営業活動は制限を受けつつも継

続できたことにより、その影響は限定的なものに留まりました。その結果、売上高2,620百万円(前年同期比―

)、営業利益179百万円（前年同期は10百万円の営業損失）となりました。

 
② 不動産賃貸事業

不動産賃貸事業につきましては、売上高に大きな変動はありませんが、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、一部テナントに入金遅延が発生し、個別の貸倒引当金を計上いたしました。その結果、売上高117百万円（前

年同期比3.2％減）、営業利益37百万円（前年同期比24.4％減）となりました。

 
(2) 財政状態の分析

当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比べ78百万円増の6,746百万円となりました。主な変動

は、受取手形及び売掛金の増加289百万円、無形固定資産の増加78百万円、商品の減少207百万円、現金及び預金の

減少75百万円等であります。

当第３四半期会計期間末の負債は、前事業年度末と比べ27百万円増の3,547百万円となりました。主な変動は、

支払手形及び買掛金の増加103百万円、短期借入金の減少53百万円、長期借入金の減少44百万円等であります。

当第３四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末と比べ50百万円増の3,198百万円となりました。主な変動

は、利益剰余金の増加55百万円であります。
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(3) 研究開発活動

該当事項はありません。

　

(4) 経営者の問題認識と今後の方針について

当社を取り巻くジュエリー業界の経営環境は、生活防衛意識の高まりからジュエリーに対する消費マインドが長

きにわたって低迷しており、企業間の競争も激化しております。

そのような経営環境のもと、当社は、売れ筋商品の品揃えの充実、利益率の向上、自社主催催事の強化、有利子

負債の圧縮、新規得意先の開拓等により収益力の向上に取り組んで参ります。また、コストや数量を厳正に見直し

た仕入、販売経費の効率的な使い方、人材の適正配置、各種経費の圧縮等、聖域を設けず全般的な見直しを行って

参ります。

また、新型コロナウイルス感染拡大に伴う経営環境の激変に対しては、すべての役職員の健康に最大限の配慮を

しつつ、出来る限りの感染対策を行って催事販売を中心とした営業活動を行って参ります。

　

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社の資金需要は、大きく分けて運転資金・設備投資資金となっており、営業活動から獲得する自己資金及び金

融機関からの借入による調達を基本としております。

また、資金調達の安定性と機動性を確保するとともに、金融市場の急激な環境変化にも対応できる流動性の確保

を図るため３金融機関とコミットメント契約、１金融機関と当座貸越契約を締結しております。

 
 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,311,000

計 1,311,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2021年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2022年２月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 447,856 447,856
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）
単元株式数　100株

計 447,856 447,856 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年12月31日 ― 447,856 ― 636,606 ― 504,033
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(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2021年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

― ―
普通株式 27,700

完全議決権株式(その他)
普通株式

4,191 ―
419,100

単元未満株式
普通株式

― ―
1,056

発行済株式総数 447,856 ― ―

総株主の議決権 ― 4,191 ―
 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が800株(議決権8個)含まれておりま

す。

２ 「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の単元未満自己株式45株が含まれております。

３　当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（2021年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

② 【自己株式等】

2021年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
東京貴宝株式会社

東京都台東区東上野
１丁目２６―２

27,700 ― 27,700 6.19

計 ― 27,700 ― 27,700 6.19
 

(注) 当第３四半期会計期間末日現在の「自己株式等の所有株式数」は、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日(2021年９月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１　四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(2021年10月１日から2021年12月

31日まで)及び第３四半期累計期間(2021年４月１日から2021年12月31日まで)に係る四半期財務諸表について、永和監

査法人による四半期レビューを受けております。

 

３　四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項によ

り、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集

団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいもの

として、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2021年３月31日)
当第３四半期会計期間
(2021年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 724,360 649,146

  受取手形及び売掛金 947,998 ※  1,237,247

  商品 2,815,533 2,608,325

  その他 61,437 78,515

  貸倒引当金 △14,466 △33,102

  流動資産合計 4,534,863 4,540,132

 固定資産   

  有形固定資産   

   土地 1,448,072 1,448,072

   その他 521,705 494,501

   有形固定資産合計 1,969,777 1,942,574

  無形固定資産 10,203 89,058

  投資その他の資産   

   その他 165,292 186,335

   貸倒引当金 △12,291 △11,791

   投資その他の資産合計 153,001 174,543

  固定資産合計 2,132,982 2,206,176

 資産合計 6,667,845 6,746,309

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 182,630 285,723

  短期借入金 2,026,284 1,972,986

  未払法人税等 1,779 18,871

  その他 179,493 213,502

  流動負債合計 2,390,187 2,491,082

 固定負債   

  社債 126,000 98,000

  長期借入金 891,609 847,047

  退職給付引当金 65,582 65,985

  その他 46,855 45,836

  固定負債合計 1,130,047 1,056,869

 負債合計 3,520,234 3,547,952
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2021年３月31日)
当第３四半期会計期間
(2021年12月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 636,606 636,606

  資本剰余金 504,033 504,033

  利益剰余金 2,085,401 2,140,581

  自己株式 △84,741 △84,848

  株主資本合計 3,141,299 3,196,372

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 6,310 1,984

  評価・換算差額等合計 6,310 1,984

 純資産合計 3,147,610 3,198,356

負債純資産合計 6,667,845 6,746,309
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(2) 【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

売上高 2,471,329 2,738,328

売上原価 1,639,510 1,765,340

売上総利益 831,818 972,988

 返品調整引当金戻入額 1,704 -

差引売上総利益 833,522 972,988

販売費及び一般管理費   

 販売促進費 263,622 203,582

 旅費及び交通費 88,031 97,147

 役員報酬 38,400 34,500

 従業員給料 250,080 241,475

 法定福利費 58,776 58,419

 退職給付費用 3,351 7,170

 貸倒引当金繰入額 5,960 18,137

 その他 169,786 170,073

 販売費及び一般管理費合計 878,008 830,506

営業利益又は営業損失（△） △44,486 142,481

営業外収益   

 受取利息 805 843

 受取配当金 3,820 3,981

 助成金収入 4,815 -

 その他 2,524 1,848

 営業外収益合計 11,966 6,673

営業外費用   

 支払利息 15,804 14,407

 コミットメントフィー 24,679 2,618

 その他 6,899 3,792

 営業外費用合計 47,383 20,817

経常利益又は経常損失（△） △79,903 128,336

特別利益   

 雇用調整助成金 ※1  53,066 ※1  43,608

 特別利益合計 53,066 43,608

特別損失   

 休業手当 ※2  61,607 ※2  62,610

 公開買付関連費用 - 24,839

 特別損失合計 61,607 87,449

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △88,444 84,495

法人税等 3,074 16,711

四半期純利益又は四半期純損失（△） △91,518 67,783
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(会計方針の変更等)

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

を第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は

サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、顧客への販売

における当社の役割が代理人に該当する取引について、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識して

おりましたが、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更してお

ります。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期会

計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に

与える影響はありません。

この結果、当第３四半期累計期間の売上高は229,762千円減少し、売上原価も同額減少しております。

なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前第３四半期累計期間について新たな表

示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号

2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取り扱いに従って、前第３四半期累計期間に係る顧客との契約から

生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

 
（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定

める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期財務諸表への影響はあ

りません。

 
(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 
当第３四半期累計期間

(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)

税金費用の計算 当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合

理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方

法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算

すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用してお

ります。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
 

　

(財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なもの)

該当事項はありません。
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(追加情報)

（会計上の見積り）

前事業年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した、新型コロナウイルス感染症の影響の収束時期等を含む

仮定及び会計上の見積りについて、重要な変更はありません。

 
(四半期貸借対照表関係)

※　四半期会計期間末日満期手形の会計処理

四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、当第３四半期会計期間の末日が金融機関の休日でしたが、

満期日に決済が行われたものとして処理しています。

 

 
前事業年度

(2021年３月31日)
当第３四半期会計期間
(2021年12月31日)

受取手形 ―千円 41,415千円
 

 

(四半期損益計算書関係)

※１　雇用調整助成金

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置によるものであります。

 
※２　休業手当

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言を受け、輪番制による全社員対象の臨時休業及び営業時間短

縮による休業措置を実施いたしました。これに伴って新型コロナウイルス感染拡大防止による休業手当を特別損失

に計上いたしました。

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであり

ます。

 

 
前第３四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)

減価償却費 34,715千円 34,923千円

のれんの償却 ―千円 8,571千円
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(株主資本等関係)

Ⅰ　前第３四半期累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月25日
定時株主総会

普通株式 16,804 40 2020年３月31日 2020年６月26日 利益剰余金

2020年11月６日
取締役会

普通株式 16,804 40 2020年９月30日 2020年12月３日 利益剰余金
 

　

２　基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となる

もの

　該当事項はありません。

　

３　株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。

　

Ⅱ　当第３四半期累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年11月９日
取締役会

普通株式 12,603 30 2021年９月30日 2021年12月３日 利益剰余金
 

　

２　基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となる

もの

　該当事項はありません。

　

３　株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

  (単位：千円)

 
報告セグメント 調整額

(注)

四半期
損益計算書
計上額 宝飾事業 不動産賃貸事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 2,349,519 121,809 2,471,329 ― 2,471,329

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,349,519 121,809 2,471,329 ― 2,471,329

セグメント利益又はセグメント
損失（△）

△10,260 49,972 39,711 △84,198 △44,486
 

(注) セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額は全社費用であり、主にセグメントに帰属しない販売費及

び一般管理費であります。

 
Ⅱ 当第３四半期累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)

１　報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報並びに収益の分析情報

  (単位：千円)

 
報告セグメント 調整額

(注)

四半期
損益計算書
計上額 宝飾事業 不動産賃貸事業 計

売上高      

顧客との契約から生じる収益 2,620,424 117,903 2,738,328 ― 2,738,328

その他の収益 ― ― ― ― ―

外部顧客への売上高 2,620,424 117,903 2,738,328 ― 2,738,328

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,620,424 117,903 2,738,328 ― 2,738,328

セグメント利益 179,333 37,790 217,124 △74,643 142,481
 

(注) セグメント利益の調整額は全社費用であり、主にセグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

 
 ２．報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更等に記載のとおり、第１四半期会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関

する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益の算定方法を同様に変更しております。当該変更によ

り、従来の方法に比べて、当第３四半期累計期間の「宝飾事業」の売上高が229,762千円減少しております。

 
(収益認識関係)

 顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま

す。

 
(金融商品関係)

四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(有価証券関係)

四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第３四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)

１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)

 △217円84銭 161円35銭

（算定上の基礎）    

四半期純利益又は四半期純損失(△) (千円) △91,518 67,783

普通株主に帰属しない金額 (千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益又は
四半期純損失(△)

(千円) △91,518 67,783

普通株式の期中平均株式数 (株) 420,111 420,109
 

(注) 前第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、当第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半

期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

（株式併合、単元株式数定めの廃止、定款の一部変更及び資本金の額の減少）

当社は、2022年１月24日開催の取締役会において、以下の通り、株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款

の一部変更、並びに資本金の額の減少について、2022年２月22日開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主

総会」といいます。）に付議することを決定しました。

なお、当社株式は、上記手続の過程において、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規則に定める上場廃止

基準に該当することになります。これにより、当社株式は2022年３月29日をもって上場廃止となる予定です。

 
１.株式併合について　

(1) 株式併合の目的及び理由

2021年11月９日付で公表しました「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」（2021年11月12日付

で公表しました「（訂正）「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部訂正について」及び

2021年12月８日付で公表しました「（訂正）「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部訂正

について」による変更を含みます。）に記載のとおり、株式会社おがの（以下「公開買付者」といいま

す。）は、いわゆるマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）(注１)の一環として、東京証券取引所が開設する

ＪＡＳＤＡＱスタンダード市場（以下「ＪＡＳＤＡＱ」といいます。）に上場している当社の普通株式（以

下「当社株式」といいます。）の全て（但し、当社が所有する自己株式、当社の代表取締役であり公開買付

者の発行済株式の全てを保有している政木喜仁氏が所有する当社株式42,201株（所有割合（注２）：

10.05％）、政木喜仁氏の母である政木みどり氏が所有する当社株式42,136株（所有割合：10.03％）、公開

買付者の代表取締役である小彼かほり氏が所有する当社株式42,112株（所有割合：10.02％）（以下、政木喜

仁氏、政木みどり氏及び小彼かほり氏を総称して「本不応募合意株主」といい、本不応募合意株主それぞれ

が所有する当社株式の全て（合計126,449株、所有割合30.10％）を除きます。）を取得し、当社株式を非公

開化するための一連の取引（以下「本取引」といいます。）の一環として2021年11月10日から2021年12月22

日まで当社株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を行い、その結果、2021年12月

29日（本公開買付けの決済の開始日）をもって、当社株式258,691株を保有するに至りました。

（注１）「マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）」とは、一般に、買収対象会社の経営陣が、買収資金の全

部又は一部を出資して、買収対象会社の事業の継続を前提として買収対象会社の株式を取得する取

引をいいます。
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（注２）「所有割合」とは、当社が2021年11月９日付で公表した「2022年３月期 第２四半期決算短信〔日本

基準〕（非連結）」（以下「当社四半期決算短信」といいます。）に記載された2021年９月30日現

在の当社の発行済株式数（447,856株）から、当社四半期決算短信に記載された当社が同日現在所有

する自己株式数（27,745株）を控除した株式数（420,111株）に対する割合（なお、小数点以下第三

位を四捨五入しております。）をいい、以下同じとします。

 
上記のとおり、本公開買付けは成立したため、当社は、公開買付者の要請を受け、2022年１月24日開催の

当社取締役会において、審議及び決議に参加した当社の取締役（政木喜仁氏及び政木喜三郎氏を除く取締役

５名）の全員一致で、本臨時株主総会において株主の皆様のご承認をいただくことを条件として、当社の株

主を公開買付者、本不応募合意株主のみとするために、当社株式42,000株を１株に併合する当社株式の併合

（以下「本株式併合」といいます。）を本臨時株主総会に付議することを決議いたしました。

 
(2) 株式併合の割合

当社株式について、42,000株を１株に併合いたします。

 
(3) 効力発生後における発行済株式総数

10株

 
(4) 効力発生日における発行可能株式総数

40株

 
(5) １株未満の端数が生じる場合の処理の方法並びに当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭

の額

上記「(1) 株式併合の目的及び理由」に記載のとおり、本株式併合により、公開買付者及び本不応募合意

株主以外の株主の皆様の保有する当社株式の数は、１株に満たない端数となる予定です。

本株式併合の結果生じる１株未満の端数については、その合計数（会社法（平成17年法律第86号。その後

の改正を含みます。以下同じです。）第235条第１項の規定により、その合計数に１株に満たない端数がある

場合にあっては、当該端数は切り捨てられます。）に相当する数の株式を、会社法第235条その他の関係法令

の規定に従って売却し、その端数に応じて、その売却により得られた代金を株主の皆様に交付いたします。

当該売却について、当社は、本株式併合が、当社の株主を公開買付者及び本不応募合意株主のみとすること

を目的とする本取引の一環として行われるものであること、当社株式が2022年３月29日をもって上場廃止と

なる予定であり、市場価格のない株式となることから、競売によって買受人が現れる可能性は低いと考えら

れることに鑑み、会社法第235条第２項の準用する同法第234条第２項及び第４項の規定に基づき、裁判所の

許可を得て当社が買い取ることを予定しております。

この場合の売却額は、上記裁判所の許可が予定どおり得られた場合には、株主の皆様の所有する当社株式

の数に本公開買付価格と同額である2,575円を乗じた金額に相当する金銭を各株主の皆様に交付できるような

価格に設定する予定です。

 
(6) 株式併合の日程

本臨時株主総会基準日公告日 2021年12月23日（木）

本臨時株主総会基準日 2022年１月７日（金）

取締役会決議日 2022年１月24日（月）

本臨時株主総会開催日 2022年２月22日（火）　（予定）

整理銘柄指定日 2022年２月22日（火）　（予定）

当社株式の最終売買日 2022年３月28日（月）　（予定）

当社株式の上場廃止日 2022年３月29日（火）　（予定）

本株式併合の効力発生日 2022年３月31日（木）　（予定）
 

 
(7) １株当たり情報に及ぼす影響

本株式併合が前会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前第３四半期累計期間及び当第３四半期

累計期間における１株当たり情報は以下のとおりです。
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 前第３四半期累計期間

(自 2020年４月１日

  至 2020年12月31日)

当第３四半期累計期間

(自 2021年４月１日

  至 2021年12月31日)

１株当たり四半期純利益

又は１株当たり四半期純損失（△）
△9,151,878円50銭 6,778,375円50銭

 

 (注) 前第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純

損失であり、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、当第３四半期累計期間の潜在

株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
(8) 上場廃止となる見込

当社の普通株式は、現在、ＪＡＳＤＡＱに上場しておりますが、本臨時株主総会において本株式併合に関

する議案が原案どおりに可決承認された場合には、当社株式は、東京証券取引所の上場廃止基準に該当する

こととなりますので、2022年２月22日から2022年３月28日までの間、整理銘柄に指定された後、2022年３月

29日をもって上場廃止となる予定です。

 
２.単元株式数の定めの廃止について

(1) 廃止の理由

本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は10株となり、単元株式数を定める必要性

がなくなることによるものです。

 
(2) 廃止予定日

2022年３月31日

 
(3) 廃止の条件

本臨時株主総会において、本株式併合に関する議案及び単元株式数の定めの廃止に係る定款の一部変更に

係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生することを条件といたします。

 
３.定款の一部変更について

(1) 定款変更の目的

① 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条

第２項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は40株に減少することとなります。かかる点を明確

化するために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第５条（発行可能株式総数）を変更

するものであります。

 
② 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済

株式総数は10株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生す

ることを条件として、現在１単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第

６条（単元株式数）及び第７条（単元未満株主の権利）の全文を削除し、定款第９条（株式取扱規則）を

変更するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げ等所要の変更を行うものであります。

 
(2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。なお、本議案にかかる定款変更は、本臨時株主総会において本株

式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合

の効力発生日である2022年３月31日に効力が発生するものとします。
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（下線部は変更部分を示します。）

現行定款 変更案

（発行可能株式総数）

第５条 当会社の発行可能株式総数は、131万1千株

とする。

 
（単元株式数）

第６条　当会社の1単元の株式の数は、100株とす

る。

 
（単元未満株主の権利）

第７条　当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権

利以外の権利を行使することはできない。

① 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

② 取得請求権付株式の取得を請求する権利

③ 募集株式または募集新株予約権の割当を受ける

権利

 
第８条 （条文省略）

 
（株式取扱規則）

第９条 株主名簿及び新株予約権原簿への記載また

は記録、単元未満株式の買取り及びその他

株式または新株予約権に関する取扱いなら

びに手数料、株主の権利行使に際しての手

続き等については、法令または本定款に定

めるもののほか、取締役会において定める

株式取扱規程による。

 
第10条～第43条（条文省略）

 

（発行可能株式総数）

第５条 当会社の発行可能株式総数は、40株とす

る。

 
 
（削除）

 
 
 
（削除）

 
 
 
 
 
 
第６条 （現行どおり）

 
（株式取扱規則）

第７条 株主名簿及び新株予約権原簿への記載ま

たは記録及びその他株式または新株予約

権に関する取扱いならびに手数料、株主

の権利行使に際しての手続き等について

は、法令または本定款に定めるもののほ

か、取締役会において定める株式取扱規

程による。

 
第８条～第41条（現行どおり）

 
 

 
(3) 変更の日程

2022年３月31日（予定）

 
３.資本金の減少について

(1) 資本金の額の減少の目的

今般の新型コロナウイルスの感染拡大は、当社の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼしておりま

す。この状況を踏まえ、今後の資本政策の柔軟性・機動性及び財務内容の健全化を図ることを目的として、

会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えるものでありま

す。

 
(2) 資本金の額の減少の要領

① 減少すべき資本金の額

資本金の額636,606,000円を576,606,000円減少して、減少後の資本金の額を60,000,000円といたします。

 
② 資本金の額の減少の方法

減少する資本金の額576,606,000円をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

 
(3) 資本金の額の減少の日程

EDINET提出書類

東京貴宝株式会社(E02893)

四半期報告書

18/22



取締役会決議日 2022年１月24日（月）

本臨時株主総会開催日 2022年２月22日（火）　（予定）

債権者異議申述最終期日 2022年３月28日（月）　（予定）

資本金の額の減少の効力発生日 2022年３月31日（木）　（予定）
 

 
(4) 今後の見通し

本件は、純資産の部の勘定科目内の振替処理であり、当社の純資産額に変更を生じるものではなく、業績

に与える影響はございません。また、上記の内容は、本臨時株主総会において承認可決されることを条件と

しております。

 
（自己株式の消却）

当社は、2022年１月24日開催の取締役会において、会社法第178条の規程に基づき、2022年３月30日付で当社の

自己株式27,787株（2022年１月７日現在、当社が所有する株式の全部）を消却することを決議いたしました。な

お、当該自己株式の消却は、本臨時株主総会において、本株式併合に関する議案が原案どおり承認可決されるこ

とを条件としており、消却後の当社の発行済株式総数は、420,069株となります。

 
２ 【その他】

第63期(2021年４月１日から2022年３月31日まで)中間配当について、2021年11月９日開催の取締役会において、

2021年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額                          　　 12,603千円

② １株当たりの金額                              30円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日    2021年12月３日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

 
2022年２月14日

東京貴宝株式会社

取締役会  御中

 

永　和　監　査　法　人
 

東京都中央区

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 津　　村　　　　　玲  

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 佐　　藤　　弘　　章  

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東京貴宝株式会

社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第63期事業年度の第３四半期会計期間（2021年10月１日から2021年12月

31日まで）及び第３四半期累計期間（2021年４月１日から2021年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四

半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、東京貴宝株式会社の2021年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了

する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められな

かった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し

ている。

 
強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2022年1月24日開催の取締役会において、2022年2月22日開催予定の

臨時株主総会に株式併合等について付議することを決定した。会社の発行する株式は、上記手続の過程において、東京

証券取引所の上場廃止基準に該当することとなり、上場廃止となる予定である。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 
四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と
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認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう

か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切で

ない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論

は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし

て存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に

準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表

示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が

認められないかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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